
⻑崎県ハンドボール協会 会則 
                                                 
 
【第１章 名称及び事務局】 
  

第１条  本協会を「⻑崎県ハンドボール協会」と称する。 
      その事務局を理事⻑の勤務場所、または事務局⻑の勤務場所に置く。 
 
 
【第２章 目的】 
  

第２条  本協会は、本県におけるハンドボール競技の普及発展と競技力向上を図ることを設置の目的とする。 
 
 
【第３章 組織】 
  

第３条  本協会は、県下の小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・一般社会人のハンドボール 
クラブ員、及び指導者や関係者によって組織される。 

 
 第４条  下部組織として、⻑崎市ハンドボール協会・佐世保ハンドボール協会・諫早市ハンドボール協会・

大村市ハンドボール協会を置く。 
 
 第５条  本協会は、次の各部・専門部を置く。 
      （各 部）①総務部 ②競技運営部 ③審判部 ④技術指導部 
      （専門部）①社会人部 ②女性部 ③高校生部 ④中学生部 ⑥小学生部 
 
 第６条  本協会は、次の組織に入る。 
      ①（公益財団法人）日本ハンドボール協会 
      ②九州ハンドボール協会 
      ③（公益財団法人）⻑崎県体育協会 
 
 
【第４章 事業】 
  

第７条  本協会は、第２条の目的を達成させるために次の事業を行う。 
      ①⻑崎県ハンドボール協会主催の大会 
      ②⻑崎県ハンドボール協会主管の九州ブロック大会・全国大会 
      ③指導者講習会 
      ④審判講習会 
      ⑤その他、第２条の目的を達成するために必要な事業 
 



【第５章 役員】 
  

第８条  本協会は、次の役員を置く。 
      ①会⻑      １名 
      ②副会⻑    若干名 
      ③顧問・参与  若干名 
      ④理事⻑     １名（※副理事⻑を置くことができる） 
      ⑤総務部⻑    １名 
      ⑥競技運営部⻑  １名（※副部⻑を置くことができる） 
      ⑦審判部⻑    １名（※副部⻑を置くことができる） 
      ⑧技術指導部⻑  １名（※副部⻑を置くことができる） 
      ⑨常任理事   １５名程度（各専門部⻑・アドバイザー） 
      ⑩理事     必要数 
      ⑪監事      ２名（常任理事から兼務） 
      ⑫会計事務    １名（総務部員より兼務） 
 
 第９条  第８条の役員は、本部役員会（第８条①②④）で選考し、常任理事会で選出し、理事会で承認する。 
 
第１０条  会⻑は、本会を代表し、会務を統括する。 
 
第１１条  副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑が不在時には、その職務を代行する。 
 
第１２条  理事⻑は、会務の処理にあたり、各大会の競技委員⻑を務める。 
 
第１３条  本協会は、常任理事を置く。 
      ①会⻑・副会⻑・理事⻑（本部役員） ②各市協会代表（第４条関連） 
      ③各部⻑・各専門部⻑（第５条関連） ④会⻑推薦若干名（各部アドバイザー等） 
 
第１４条  理事は、理事会で推薦し選出する。 
 
第１５条  監事は、理事会で選出し会⻑が委嘱する。監事は、会計監査を行い、理事会で報告する。 
 
第１６条  役員任期は、１期２年とする。⻄暦の奇数年度に役員改選を行う。 
      役員の任期中に、やむを得ない事情が発生した場合は、補欠役員で代行し、任期は前任者の残任 

期間とする。 
 
【第６章 会議】 
 
第１７条  本協会は、役員会・常任理事会・理事会を開催し、会⻑はこれらを召集する。 
 
第１８条  役員会・常任理事会は、必要に応じて開催する。 
 



第１９条  定例理事会は、年度始めの４⽉〜５⽉に開催する。 
 
第２０条  常任理事会・理事会は、構成員の２分の１の（委任状を含む）出席によって成立する。 
 
第２１条  常任理事会は、次のことを行う。 
      ①本協会の事業計画、事業反省 
      ②その他、検討審議を要する事項 
 
第２２条  理事会は、次のことを行う。 
      ①常任理事会の決議事項承認 
      ②常任理事会の提案事項決定 
      ③予算・決算の承認 
      ④その他、本会の目的達成に必要な事項 
 
 
【第７章 会計】 
 
第２３条  本協会の経費は、次の項目をもってあてる。 
      ①県協会登録料 
      ②県競技力向上対策課・県スポーツ協会からの補助金 
      ③その他 
 
第２４条  予算・決算報告は、理事会をもって報告する。 
 
 
【その他】 
  

付則   ①この改訂版会則は、平成２５年４⽉２５日より施行する。 
               （平成２５年度⻑崎県ハンドボール協会理事会） 


